
た い

台
ふ う

風
じ

時における
じ

児
ど う

童の
と う

登
げ

下
こ う

校について 

                                                                 
い

伊
が

賀
し

市
りつ

立
く

久
め

米
しよう

小
がつ

学
こう

校 

 

 
たい

台
ふう

風
じ

時には、
じ

児
どう

童の
とう

登
げ

下
こう

校の
あん

安
ぜん

全
かく

確
ほ

保と
こん

混
らん

乱を
さ

避けるために
ばん

万
ぜん

全を
き

期したいと
かんが

考 えておりま

す。つきましては、
か

下
き

記のことに
じゆう

十
ぶん

分ご
りゆう

留
い

意いただきまして、ご
きよう

協
りよく

力 いただきますようお
ねが

願

いいたします。 

 なお、テレビやラジオ
とう

等の
き

気
しよう

象
じよう

情
ほう

報にも
じゆう

十
ぶん

分ご
ちゆう

注
い

意ください。 

 

き

記 

 

１．
ご

午
ぜん

前７
じ

時に「暴風
ぼうふう

警報
けいほう

」「暴風
ぼうふう

雪
せつ

警報
けいほう

」「特別
とくべつ

警報
けいほう

」が、
み

三
え

重
けん

県
い

伊賀
が ち

地方
ほう

または、 

三重県
み え け ん

全域
ぜんいき

・北中部
ほくちゅうぶ

に
はつ

発
れい

令されている
ば

場
あい

合 

（１）
とう

登
こう

校させないで、
じ

自
たく

宅で
たい

待
き

機させてください。 

（２）
くわ

詳しくはメール等
とう

で
がつ

学
こう

校から
れん

連
らく

絡します。 

（３）
けい

警
ほう

報が、
ご

午
ぜん

前１１
じ

時までに
かい

解
じよ

除されない
ば

場
あい

合、その
ひ

日は
りん

臨
じ

時
きゆう

休
こう

校になります。 

    その
ば

場
あい

合、
つぎ

次の
ひ

日の
よ

予
てい

定を
がつ

学
きゆう

級 のメール
とう

等でお
つた

伝えします。 

 

２．
ご

午
ぜん

前１１
じ

時までに
けい

警
ほう

報が
かい

解
じよ

除された
ば

場
あい

合 

（１）学校
がっこう

職員
しょくいん

が、
つう

通
がく

学
ろ

路の
あん

安
ぜん

全
かく

確
にん

認
ご

後、メール等を
つう

通じて
とう

登
こう

校の
じ

時
こく

刻を
れん

連
らく

絡します。 

 

３．
し

始
ぎよう

業
ご

後に
けい

警
ほう

報が
はつ

発
れい

令された
ば

場
あい

合 

（１）直ち
た だ  

に
じゆ

授
ぎよう

業 を
ちゆう

中
し

止して、
すみ

速やかに
しよく

職
いん

員が
じ

児
どう

童を
いん

引
そつ

率して、
き

帰
たく

宅させます。 

（２）
あん

安
ぜん

全に
き

帰
たく

宅させることが
こん

困
なん

難であると
かんが

考 えられる
ば

場
あい

合は、
あん

安
ぜん

全が
かく

確
ほ

保できるまで
がつ

学
こう

校で 

   
たい

待
き

機させます。 

 

４．その
た

他の
りゆう

留
い

意
てん

点 

（１）
おお

大
あめ

雨
けい

警
ほう

報・
こう

洪
ずい

水
けい

警
ほう

報では、
きゆう

休
こう

校にはなりません。 

（２）
ぼう

暴
ふう

風
けい

警
ほう

報が
はつ

発
れい

令されていなくても、
とう

登
こう

校させることが
き

危
けん

険であると
はん

判
だん

断された
ば

場
あい

合   

は、
じ

自
たく

宅で
たい

待
き

機させてください。 


